
Q82.障害者に公的な補助金など利用できるものがありますか。またその窓口はどこにある

のでしょうか。 

 

A. 

➀障害給付を受給するには、3つの要件を満たしていなければなりません。 

1. 障害の要因となった傷病の初診日に国民年金または、厚生年金保険の被保険者であるこ

と。 

2. 障害者認定日に障害の程度が、一定の基準以上の状態であること。 

3. 初診日の前日までに、一定期間の保険料が納められていること 

以上です。 

・厚生年金保険の被保険者である場合には、管轄の社会保険事務所、国民年金の場合には、

居住地の町役場、市役所の窓口となりますので、ご相談されることをおすすめします。 

➁障害者の福祉制度について 

・身体障害者手帳は身体障害者福祉法をはじめとして、法制度上の障害者施策の対象とな

る「障害者」であることの証明をするもので、透析医療費の公費助成や交通機関の割引、

などの福祉制度を利用するために必要な物であり、手帳は外出時にはお持ちになって下さ

い。 

・身体障害者手帳を取得するには、自分の住民票のある市役所、区役所、町村役場の障害

福祉課に申請します。 

指定医（都道府県知事が定めた医師）の「身体障碍者診断書、意見書」、写真（縦 4ｃｍ横

3ｃｍ上半身、正面、脱帽）、印鑑、住民票が必要です。申請後、おおむね 1ヶ月～2ヶ月で

身体障害者手帳を受け取ることができます。 

・身体障害者手帳の等級 

人工透析を受けている透析患者は、ほとんど 1種 1級に認定されます。 

➂各種手当、年金 

障害の程度に応じて、各種の手当、年金が支給されますが、各市町村によって異なる場

合があります。 

宝塚市の場合 市役所の障害福祉課で「障害者（児）福祉ハンドブック」、また、西宮市の

場合「障害福祉のしおり」、尼崎市の場合「心身障害（児）の手引」、芦屋市の場合「みんな

のしあわせ障害福祉しおり」、以上の各市に福祉制度の本がありますので、各自の地域の市

役所の障害福祉課で調べることをおすすめします。 

・交通機関などの割引 

タクシー料金の割引 全国一律の 1割引。身体障害者手帳をタクシーの運転手に提示し、

書類に必要事項を記入します。 

追記 市町村によっては、チケット（福祉タクシー利用券）によって、タクシー料金に対

して、助成をしている所もあります。 

・鉄道などの運賃割引 



身体障害者手帳（1 種 1 級）を持っている人は、介助者 1 人とともに普通乗車券の 5 割

が割引されます。ただし、障害者 1 人の場合は、100ｋｍを超える場合のみで、100ｋｍ以

内は、割引の対象にはなりません。特急券、座席指定券などは、割引の対象外です。乗車

券を購入する時、発売窓口に身体障害者手帳を提示します。 

・その他、公共交通機関運賃の割引 

私鉄、バス、船、モノレールなどは、JRに準じて割引があります。ただし、一部の私鉄

では取り扱いが異なる場合がありますので、各交通機関の乗車券発売窓口で尋ねてくださ

い。 

・地方自治体の公共交通機関の運賃割引 

都や市の運営するバス、地下鉄などの公共交通機関の運賃を割引したり、無料としてい

る自治体があります。各交通機関も乗車券発売窓口で聞いてください。 

・航空券運賃の割引 

航空運賃の割引は、普通、大人片道運賃の 25％が割引になります（国内線に限られます）。

透析患者は、介護者 1 名も割引されます。航空券販売窓口に身体障害者手帳を提示し、購

入します。 

・有料道路交通料金の割引 

身体障害者手帳を持っている人が、自ら運転する場合又、介護者が運転する場合（身体

障害者が乗車している時）有料道路の料金 50％が割引されます。ただし、自動車は本人ま

たは本人と生計を同じくする人が所有する乗用車、ライトバンに限ります。 

身体障害者 1人につき 1台とします（営業用の車は除く）。 

料金所で有料道路割引証と現金（半額）または、ハイウェイカードを渡します。手帳の提

示を求められます。有料道路割引証は市区町村役場の障害福祉係で、身体障害者手帳、運

転免許証、車検証、印鑑で申請し、受け取ることができます。 

・駐車禁止区域での駐車許可証の発行 

「駐車禁止除外指定者」の標章の提示をすることで、駐車禁止区域（交差点内などの法

定禁止区域は除く）に駐車することができます。ただし、指定を受けられる車は、身体障

害者手帳を持っている人が運転または、生計を同じくしている家族が障害者を乗せて運転

している車です。指定者の駐車許可証を発行してもらうには、住所地の管轄する警察署（と

ころによっては、身体障害者連合会）に身体障害者手帳、運転免許証、車検証、印鑑（家

族が運転する場合は、住民票が必要）を持って、駐車許可証を発行してもらいます。 

追記 

 その他の障害者の福祉制度がありますが、各市町村によって異なる場合があるために、

地域の障害者福祉課で「障害福祉のしおり」で調べて下さい 
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